
第

六

百

四

十

八

号

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

収
入
証
紙

貼
付
欄

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
公
害
紛
争
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
生
活
政
策
課)

五
四
九
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

五
四
九

○
岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

里
川
・
水
産
振
興
課)

五
五
〇

○
岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
政
策
課)

五
五
〇

○
岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

建
築
指
導
課)

五
五
二

○
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

(

出
納
管
理
課)

五
五
三

○
岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

五
五
三

告

示

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

五
五
三

○
岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示
の
廃

止

(

出
納
管
理
課)

五
五
三

○
岐
阜
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
取
り
扱
う
現
地
機
関
の
指
定
に

関
す
る
告
示
の
廃
止

(

同

)
五
五
三

○
公
金
事
務
の
委
託

(

運
転
免
許
課)

五
五
四

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

五
五
六

規

則

岐
阜
県
公
害
紛
争
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
六
号

岐
阜
県
公
害
紛
争
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
公
害
紛
争
処
理
規
則(

昭
和
四
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
二
十
五
条｣

を｢

第
二
十
四
条｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
を
削
り
、
第
二
十
四
条
を
第
二
十
三
条
と
し
、
第
二
十
五
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
六
号
様
式
中 ｢

｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る

用
紙(
以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
規

則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日



令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
七
号

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
三
号
様
式
中

｢

｣

を
削
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
規
定
に

よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規

則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使

用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号

岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
六
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
か
ら
第
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中 ｢

｣

を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ

り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則

に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
漁
船
法
施
行
細
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す

る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
九
十
九
号

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
規
則
第
百
四
十
七
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
条
例
第
七
条
又
は
第
八
条
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
申
請
し
よ

う
と
す
る
者
の
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

新
た
に
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
つ
た
既
設
の
広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
又
は
こ
れ
ら
を
利

用
す
る
広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件(

第
七
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物

件
を
除
く
。)

に
あ
つ
て
は
、
屋
外
広
告
物
点
検
報
告
書(

別
記
第
二
号
の
二
様
式)

第
二
条
の
表
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
期
間
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
の

項
第
一
号
中｢
広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

二

第
七
条
の
二
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
以
外
の
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
に

あ
つ
て
は
、
屋
外
広
告
物
点
検
報
告
書(

別
記
第
二
号
の
二
様
式)
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収
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証
紙

消
印
し

て
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な

ら
な
い



第
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

点
検)

第
七
条
の
二

条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
点
検
は
、
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
種
類
及

び
特
性
に
応
じ
て
、
屋
外
広
告
物
点
検
報
告
書(

別
記
第
二
号
の
二
様
式)

の
点
検
内
容
に
つ
い
て

行
う
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
若
し
く
は
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
許
可(

新
た
に
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
つ

た
既
設
の
広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
又
は
こ
れ
ら
を
利
用
す
る
広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
に
係

る
も
の
に
限
る
。)

又
は
条
例
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
当
該
許
可
の
更
新
を
申
請
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
の
日
の
前
日
か
ら
起
算
し
て
三
十
日
以
内
に
前
項
の
点
検
を
行
う
も
の
と

す
る
。

３

条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

一
般
社
団
法
人
日
本
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
又
は
公
益
社
団
法
人
日
本
サ
イ
ン
協
会
が
行
う

屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者

二

職
業
能
力
開
発
促
進
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
六
十
四
号)

第
四
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

る
技
能
検
定
の
う
ち
、
検
定
職
種
を
広
告
美
術
仕
上
げ(

等
級
の
区
分
が
一
級
の
も
の
に
限
る
。)

と
す
る
も
の
に
合
格
し
た
者

４

条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
次
に
掲
げ

る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
と
す
る
。

一

条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
二
項
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る

広
告
物
又
は
掲
出
物
件

二

法
令
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
点
検
と
同
程
度
以
上
の
点
検

を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

三

第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件

四

壁
面
に
描
か
れ
た
広
告
物

第
八
条
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
、｢

そ
の
他
の
広
告
物｣

の
下
に｢

又
は
掲
出
物
件｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

岐
阜
県
公
報｣

を｢

県
が
開
設
す
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ｣

に
改
め
る
。

第
十
条(

見
出
し
を
含
む
。)

及
び
第
十
一
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物

又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
中｢

岐
阜
県
公
報
に
登
載
し
て｣

を｢

県
が
開
設
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中｢

屋
外
広
告
物
の
表
示
又
は
屋
外
広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を｢

広
告
物

の
表
示
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
一
中｢

街
燈
柱｣

を｢

街
灯
柱｣

に
改
め
、
同
表
六
中｢

広
告
物
を
掲
出
す
る
物
件｣

を

｢

掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
一
２
中｢

変
色
し｣

を｢

た
い
色
し｣

に
改
め
、
同
表
二
１
二��
及
び
三
中｢

広
告
物
等｣

を｢

広
告
物
又
は
掲
出
物
件｣

に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中 ｢

｢

｣

を

｣

に
、 ｢

｣

を ｢

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
五
項
中｢広

告
物
等
｣

を｢広
告
物
又
は
掲
出
物

件
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中 ｢

｢

｣

を

｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
第
二

項
中｢広

告
物
等
｣

を｢広
告
物
又
は
掲
出
物
件
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
の
二
様
式
中｢第

２
条
関
係
｣

を｢第
２
条
､
第
７
条
の
２
関
係
｣

に
、

｢

｣

を

｢

｣

に
、

｢

｣

を

｢

に
、
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�
□
屋
外
広
告
士
□
屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
修
了
者
＊
４
□
｢広
告
美
術
仕
上
げ

に
係
る
｣
技
能
検
定
合
格
者
(一
級
)

□
屋
外
広
告
士

□
屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
修
了
者
＊
４

□
屋
外
広
告
物
講
習

会
修
了
者

□
｢広
告
美
術
仕
上
げ
に
係
る
｣
職
業
訓
練
指
導
員
・
技
能
検
定
合
格

者
・
職
業
訓
練
修
了
者

屋
外

広
告

物
点

検
報

告
書

屋
外
広
告
物
自
己
点
検
報
告
書

広
告
物
又
は

掲
出
物
件
の
構
造

広
告
物
等
の
構
造

広
告
物
等

広
告
物
又
は

掲
出
物
件

広
告
物
又
は

掲
出
物
件
の
構
造

広
告
物
等
の
構
造



｢ 注
)
は
り
紙
､
は
り
札
､
立
看
板
等
､
許
可
期
間
が
２
月
の
も
の
に
つ
い
て
は
､
提
出
不
要
で
す
｡
｣

を

｢ 注
)
規
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
広
告
物
又
は
提
出
物
件
(は
り
紙
､
は
り
札
､
立
看
板
等
許
可
期

間
が
２
月
の
も
の
､
壁
面
に
描
か
れ
た
広
告
物
等
)
に
つ
い
て
は
､
提
出
不
要
で
す
｡

｣

に
、

｢ ＊
４
公
益
社
団
法
人
日
本
サ
イ
ン
協
会
及
び
一
般
社
団
法
人
日
本
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
が
共

催
す
る
屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
を
い
い
ま
す
｡

｣

を

｢ ＊
４
一
般
社
団
法
人
日
本
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
又
は
公
益
社
団
法
人
日
本
サ
イ
ン
協
会
が
行

う
屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
を
い
い
ま
す
｡

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢広

告
物
等
(又
は
現
金
)
｣

を｢広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
又
は
現
金
｣

に
、 ｢

｢

｣

を

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
中 ｢

｢
屋
外
広
告
物
改
修
移
転

除
却
届

｣

を
屋
外
広
告
物
移
転

除
却
届

｣

に
、

｢と
お
り
屋
外
広
告
物
改
修
｣

を｢と
お
り
屋
外
広
告
物
｣

に ｢

｣
を

｢
｢

｢

｣

に
、

｣

を

｣

に
、｢変

色
｣

を｢た
い
色
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
二
号
様
式
裏
面
中｢広

告
物
を
掲
出
す
る
物
件
｣

を｢掲
出
物
件
｣

に
、｢広

告
物
等
｣

を｢広
告
物
若
し
く
は
掲
出
物
件
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
表
の
改
正
規
定(

同

表
条
例
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
期
間
の
更
新
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
の
項
第
一
号

に
係
る
部
分
を
除
く
。)

、
第
七
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
別
記
第
二
号
の
二
様
式
の

改
正
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様

式
又
は
別
記
第
九
号
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る

場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
後
の
別
記
第
一
号
様
式
、
別
記
第
二
号
様
式
、
別
記
第
七
号
様
式
又
は
別

記
第
九
号
様
式
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
号

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
建
築
士
法
施
行
細
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
五
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
第
一
面
中｢

(第
一
面
)
｣

を｢
(表
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
中｢

(第

二
面
)
｣

を｢
(裏
)
｣

に
改
め
、
同
様
式
第
二
面
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
｡

別
記
第
一
号
様
式
第
三
面
を
削
る
。

別
記
第
三
号
様
式
表
面
中｢(表

)｣

を
削
り
、
同
様
式
表
面
注
意
事
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
｡

別
記
第
三
号
様
式
裏
面
を
削
る
。

別
記
第
四
号
様
式
表
面
中｢(表

)｣

を
削
り
、
同
様
式
表
面
注
意
事
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
こ
と
｡

別
記
第
四
号
様
式
裏
面
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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移
転
､
除
却
年
月
日

返
還
を

受
け
た

広
告
物

等

返
還
を

受
け
た

広
告
物

又
は
掲

出
物
件

改
修

移
転

除
却

の
理
由

移
転

除
却

の
理
由

改
修

(
移
転
､

除
却
)
年
月
日
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岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
一
号

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則(
昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
廃
止
前
の
岐
阜
県
証
紙
条
例
施
行
規
則
第
七
条
並
び
に
別
記
第
二
号
様
式
及
び

別
記
第
二
号
様
式
の
二
の
規
定
は
、
令
和
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中｢
処
理
機
関
の
長(｣

と
あ
る
の
は
、｢

処
理
機
関
の

長(

証
紙
に
よ
り
使
用
料
又
は
手
数
料
を
納
入
す
る
事
件
に
関
す
る
申
請
書
そ
の
他
の
文
書
に
基
づ

き
許
認
可
等
の
処
理
を
す
る
権
限
を
有
す
る
機
関
の
長
を
い
い
、｣

と
す
る
。

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
二
号

岐
阜
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

削
除

第
二
十
六
条
第
二
項
中｢

証
紙
の
売
り
さ
ば
き
に
よ
る
場
合
又
は｣

を
削
る
。

第
百
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
二�
中｢

県
が
発
行
す
る
証
紙
を
も
つ
て
払
い
込
む
県
税(

証
紙
に
代

え
て
現
金
で
納
付
さ
れ
る
県
税
を
含
む
。)｣

を｢

狩
猟
税｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百

六
十
八
号)

は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

岐
阜
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
取
り
扱
う
現
地
機
関
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
八
年
岐

阜
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号)

は
、
令
和
七
年
十
二
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。
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告

示

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

高
山
市
上
岡
本
町
一
丁
目
一

八
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
四
丁
目
一

一
九
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考



令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

公
金
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第 648 号 岐 阜 県 公 報 令和７年12月23日 ( 554 )

一
般
財
団
法
人
岐

阜
県
交
通
安
全
協

会岐
阜
市
薮
田
南
五

丁
目
一
四
番
一
二

号 指
定
公
金
事
務
取

扱
者
の
名
称
及
び

住
所
又
は
事
務
所

の
所
在
地

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
技
能
検
査

手
数
料
、
運
転

免
許
限
定
解
除

申
請
手
数
料
、

運
転
免
許
証
交

付
手
数
料
、
運

転
免
許
証
再
交

付
手
数
料
、
特

定
免
許
情
報
記

録
手
数
料
、
免

許
情
報
記
録
書

換
手
数
料
、
認

知
機
能
検
査
手

数
料
、
基
準
該

当
初
心
運
転
者

再
試
験
手
数
料
、

運
転
免
許
証
等

更
新
手
数
料
、

指
定
公
金
事
務

取
扱
者
に
委
託

し
た
公
金
事
務

に
係
る
歳
入
等

令
和
七
年

十
二
月
八

日 指
定
公
金

事
務
取
扱

者
の
指
定

を
し
た
日

令
和
七
年

十
二
月
八

日 指
定
公
金

事
務
取
扱

者
に
委
託

を
し
た
日

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
同

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
委

託
す
る
期
間

株
式
会
社
大
原
自

株
式
会
社
Ｇ
Ｍ
Ｄ

愛
知
県
一
宮
市
大

和
町
苅
安
賀
一
五

八
〇
番
地

中
部
産
業
株
式
会

社大
垣
市
領
家
町
六

五
一
番
地

株
式
会
社
那
加
自

動
車
教
習
場

各
務
原
市
那
加
西

那
加
町
二
八
番
地

同
右

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
証
交
付
手

数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習

手
数
料

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
証
交
付
手

数
料
、
自
動
車

運
転
等
講
習
手

数
料
及
び
初
心

運
転
者
講
習
等

通
知
手
数
料

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
証
交
付
手

数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習

手
数
料

運
転
免
証
等
更

新
申
請
書
経
由

手
数
料
、
運
転

経
歴
証
明
書
交

付
手
数
料
、
運

転
経
歴
情
報
記

録
手
数
料
、
運

転
経
歴
証
明
書

再
交
付
手
数
料
、

国
外
運
転
免
許

証
交
付
手
数
料
、

自
動
車
運
転
等

講
習
手
数
料
及

び
初
心
運
転
者

講
習
等
通
知
手

数
料

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右
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有
限
会
社
東
海
第

株
式
会
社
信
州
ジ
ャ

パ
ン

長
野
県
塩
尻
市
大

字
広
丘
吉
田
三
五

二
番
地
一

株
式
会
社
日
新

高
山
市
松
本
町
一

四
八
〇
番
地
一

学
校
法
人
聖
徳
学

園岐
阜
市
柳
津
町
高

桑
西
一
丁
目
一
番

地 岐
阜
県
関
自
動
車

学
校
株
式
会
社

関
市
十
六
所
二
一

番
地
の
一

株
式
会
社
岐
阜
東

自
動
車
学
校

羽
島
郡
岐
南
町
三

宅
八
丁
目
三
一
番

地 加
茂
自
動
車
株
式

会
社

美
濃
加
茂
市
西
町

二
丁
目
三
三
番
地

株
式
会
社
西
濃
自

動
車
学
校

海
津
市
平
田
町
今

尾
六
〇
〇
番
地

動
車
学
校

多
治
見
市
幸
町
七

丁
目
二
九
番
地
の

一

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

株
式
会
社
可
児
自

動
車
学
校

株
式
会
社
中
濃
自

動
車
学
校

関
市
市
平
賀
字
長

峰
七
七
三
番
地

株
式
会
社
土
岐
自

動
車
学
校

大
垣
市
青
野
町
一

九
一
番
地
一

株
式
会
社
大
垣
自

動
車
学
校

大
垣
市
旭
町
一
丁

目
五
番
地

株
式
会
社
マ
ジ
オ

Ｄ
Ｓ
東
海
大
垣
事

業
所

大
垣
市
世
安
町
三

丁
目
一
六
番
地

日
東
興
産
株
式
会

社本
巣
市
三
橋
字
糸

貫
川
通
一
一
〇
〇

番
地

有
限
会
社
日
本
ラ

イ
ン
自
動
車
学
校

美
濃
加
茂
市
西
町

二
丁
目
三
三
番
地

一
自
動
車
学
校

美
濃
加
茂
市
西
町

二
丁
目
三
三
番
地

同
右

同
右

同
右

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
証
交
付
手

数
料
及
び
自
動

車
運
転
等
講
習

手
数
料

運
転
免
許
試
験

手
数
料
、
運
転

免
許
証
交
付
手

数
料
、
自
動
車

運
転
等
講
習
手

数
料
及
び
初
心

運
転
者
講
習
等

通
知
手
数
料

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右

同
右



公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
し
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
農
村
振
興
総
合
整
備
事
業

地
区
名

お
お
が
き
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

令
和
八
年
一
月
十
二
日
ま
で
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長
良
自
動
車
教
習

所岐
阜
市
長
良
一
丁

目
一
番
地

可
児
市
久
々
利
字

番
場
二
一
〇
〇
番

地
二

自
動
車
運
転
等

講
習
手
数
料

同
右

同
右

同
右

令
和
七
年
十
二
月
二
十
三
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


